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２月１３日から
戸籍事務がコンピュータ化されます

写真はイメージです

　戸籍は皆さんが生まれてから一生を終えるまでの夫婦、親子、兄弟関係などを公証できる唯一のものです。
　五條市では市民サービスの向上と事務の効率化・近代化を実現するため、２月13日（火）から戸籍のコンピュータ
処理を開始します。
  現在の戸籍はすべて改製されて、戸籍謄（抄）本は全部（個人）事項証明書と呼び名がかわります。今までの五條市の
戸籍は出生や婚姻、死亡等の事項が縦書きの文章で構成され、和紙に手書きまたはタイプライターで記載されていま
した。今回のコンピュータ化によって、文章だった記載内容が項目化され、また書き癖等によりわかりにくかった文
字もコンピュータの活字で表示されるため大変読みやすい戸籍になります。
　また、西吉野町や大塔町に戸籍がある場合は、それぞれの支所でしか戸籍が取れませんでしたが、コンピュータ化
により支所ではもちろん、本庁でも戸籍の発行ができるようになります。

証明書は次のようになります

導入効果について
◆ 証明発行の迅速化が実現
◆ 戸籍記載の正確性確保（誤記載の防止）
◆ 本庁・支所でも発行可能

�2月13日から戸籍事務がコンピュータ化されます




